様式第4号（第8条関係）

委託契約書

興部町（以下「甲」という。）と　　（以下「乙」という。）とは、保育の実施の委託について、次のとおり契約を締結する。

（委託内容）
第1条　甲は、児童福祉法（以下「法」という。）第24条第1項の規定による保育の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（児童の入所承認）
第2条　甲が、前条の保育の実施を委託する場合は、事前に、乙の所在する市町村より児童の入所承認（以下「入所児童」という。）を受けなければならない。

（保育の実施期間）
第3条　保育の実施を行う施設は、乙が経営する法第39条の規定による保育所のうち、甲が指定する次の保育所とする。

（委託期間）
第4条　保育の実施の委託機関は、　年　月　日から　年　月　日までとする。

（委託料）
第5条　甲は、第3条の指定保育所における保育の実施費用として、別表に掲げる「年齢別保育単価等」調書の月額を委託料月額として、当該月の入所児童数に応じて、乙に支払うものとする

2　月の途中に入所し、もしくは対処し、または保育の実施を解除された（以下「月途中入退所等」という。）児童に伴う当該月の委託料は、次のとおりとする。
(1)　月の途中で入所した場合、委託料の月額に中途入所日から該当月の開所日数（25日を超える場合は、25日）を乗じた額を25日で除して得た額。

(2)　月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合、委託料の月額に中途退所日までの又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数（25日を越える場合は、25日）を乗じた額を25日で除して得た額。

3　前項第1号及び第2号に規定する月途中入退所等の委託料の精算額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

4　甲は、保育単価等が改定された場合、改定後の保育単価等を乙に通知する。

（委託料の請求及び支払）
第6条　前条第1項の委託料についての請求期限は、次のとおりとし、前条第2項各号に掲げる第１期から第3期までの委託料は、月途中入退所等があった期間の翌期に精算するものとする。
	区分
	請求期限

	第1期
	4月分から6月分まで
	6月30日

	第2期
	7月分から9月分まで
	9月30日

	第3期
	10月分から12月分まで
	12月31日

	第4期
	1月分から3月分まで
	3月31日


2　甲は、適法な支払いの請求があったときは、その日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。

3　委託料の支払場所は、甲の指示する場所とする。

（保育料）
第7条　保育料は、甲が入所児童の保護者より徴収するものとする。


（契約内容の変更）
第8条　この契約内容の変更をしようとするときは、甲、乙協議のうえ決定するものとする。

（契約の解除）
第9条　この契約を解除しようとするときは、甲、乙協議のうえ、その解除の時期を決定するものとする。

（損害賠償）
第10条　乙は、その責に帰する理由により、委託内容の実施に関して甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（契約に定めのない事項）
第11条　この契約に定めのない事項については、必要に応じ甲、乙協議してこれを定めるものとする。



この契約の締結を証するため、本書2通作成し、甲、乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

　年　月　日

委託者　甲
受託者　乙
